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＊源泉所得税納期特例相談窓口について 

 大野町商工会では、「源泉所得税納期特例相談」を毎年７月に実施し

ています。 

下記要領にて実施しますので是非ご利用下さい。 

実施日程 令和８年７月８日（火）・９日（水）午前９時 ～ 午後４時 

実施場所 大野町商工会館 ２階 大研修室 

実施要領 詳しくは、同封の文書をご覧ください 

手 数 料 ３，０００円 

＊マル経融資制度・県小口融資制度 

対 象：従業員２０名以下（商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く）は５人以下） 

    の法人・個人 ※一部対象外の業種もあります 

融資額：上限２，０００万円（なお、マル経の場合は 1,500 万円を超える場合は別書類必要） 

利 率：マル経融資 年２．５％（令和８年５月１日現在） 

   ：県小口融資 年１．６％ + 保証料（令和８年５月１日現在） 

返済期間：運転資金＝７年以内  設備資金＝１０年以内 

＊会費の口座振替・現金納付のお願い 

今月は会費の集金月です。会費を振込・現金納付の方は、６月３０日までに納付してく

ださい。口座振替の方は、６月２５日（木）に指定の銀行より引き落としさせていただき

ます。６月５日に、案内を郵送させていただきました。ご確認よろしくお願いいたします。 

＊無料法律相談のお知らせ 

〇令和８年６月１６日（火）  ＯＫＢふれあい会館または ZOOM 

       すべて午後１時～午後４時  

＊会員交流会のお知らせ 

商工会では、会員相互の交流の場を設け、現在特に顕著な取り組みを行っている事業者か

ら、自社の事業内容の取り組みを発表いただき、創業者や若手経営者、既存会員の経営意欲

の向上、会員相互の交流の活性化を図ることを目的として、当事業を実施します。     

日  時：７月３日（金）午後６時～午後９時 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ ：１８：００～２０：００ ５事業者のプレゼン発表 

      ２０：００～２１：００ 交流会（立食） 

会  場：川の駅おか多 ２階会議室 

  会  費：２，０００円（軽食をご用意します） 

Ｎｏ．３ 

商工会だより

上記のＱＲコードからお申込みください 



 ＊販路拡大支援補助金のお知らせ 

大野町商工会では、大野町との連携により、町の産業振興及び活性化

を図るため、町内商工会員が技術・製品・サービスの販路拡大等に利用

する経費の一部を補助します。 

●募集期間：令和８年６月１日～令和９年３月３１日まで 

      予算枠に到達次第、受付終了いたします 

●対 象 者：（１）大野町商工会の一般会員であること 

      （２）補助金交付後３年間は、大野町商工会員であり続けること 

           （３）補助金交付者は、共済制度に１口以上加入すること 

●補助上限：２０万円 

●補 助 率：１／２以内 

●補助対象：販売促進チラシ作成配布、フリーペーパー掲載、広告看板の設置、簡易な店舗

改装など販売促進に係る経費 

＊創業支援補助金のお知らせ 

大野町商工会では、大野町との連携により、町の産業振興及び活性化を図るため、新たに

会社や個人事業主として事業を開始する創業者の方に創業に係るその経費の一部を補助しま

す。 

●募集期間：令和８年６月１日～令和９年３月３１日まで 

      予算枠に到達次第、受付終了いたします 

●対 象 者：（１）大野町商工会の一般会員として入会すること 

      （２）補助金交付後３年間は、大野町商工会員であり続けること 

           （３）補助金交付者は、共済制度に１口以上加入すること 

●補助上限：３０万円 

●補 助 率：１／２以内 

●補助対象：販売促進チラシ作成配布、フリーペーパー掲載、広告看板の設置、簡易な店舗

改装など販売促進に係る経費 

＊利子等補給制度のお知らせ 

大野町商工会では、日本政策金融公庫の「マル経融資」と岐阜県信用保証協会の「県小口

Ｚ」の貸付制度で利子等補給を行います。 

この利子等補給制度は上記の 2つの制度融資の実行について、融資を受けた事業者のうち

設備・運転資金（事業用 100％使用に限る）に限り、借入から 3年間の融資利息及び保証料の

2分の 1を限度とします。 

●利子対象事業者：（１）原則６ヶ月以上、商工会の経営指導を受けていること(マル経のみ適用) 

（２）最近１年以上、同一商工会等の地区内で事業を営んでいること 

（３）所得税、法人税、都道府県民税、市町村民税（均等割を含む）を完納していること 

（４）商工業者であり、かつ日本政策金融公庫等の非対象業種でないこと 

（５）利子補給を受けようとするものは、利子補給を受けた後、５年間は利子補給を受ける

ことができない  

（６）利子補給を受けようとするものは、共済制度に１口以上加入すること  

※お問合わせは大野町商工会     0585-32-0667 fax：0585-34-3370までお願いします 


